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支局主任  山﨑、陣ケ尾、小山田、山下、川島、溝川、小村、田代、栗須 
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主 査   迫、上﨑 

主 任   指宿、矢崎、米倉、真方 

主 査   遠矢 

 

１ 農地法第３条許可申請に関する件 

２ 農地転用事業計画変更に関する件 

３ 農地法第４条許可申請に関する件 

４ 農地法第５条許可申請に関する件 

５ 非農地認定に関する件 

６ 農用地利用集積等促進計画に関する件 

７ 農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

 

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 

２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

５ 農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

６ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に 

ついて 
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開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和７年度第７回総会を開催いたしま

す。 

まず、議案の修正がありますので、事務局より報告をお願いします。 

 

資料の修正をお願いいたします。 

議案書１１ページ番号１５の現況地目が田となっていますが、畑に修正をお願

いいたします。それに伴い合計も田１筆から畑１筆に修正をお願いします。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１９人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、押領司委員、林委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～４ページ １１件 

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請事由：労力不足、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、１０年以上の耕作経験があること

から、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１９番委員お願いします。 

 

１ ９ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、１７番委員お願いします。 

 

１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、従来より本市において営農経験が

あることから、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、１６番委員お願いします。 
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１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号６号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号７号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号８号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

番号９号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

番号１０号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１１件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題２．農地転用事業計画変更に関する件 

５ページ １件 

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。 

議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」松元の番号１号の案件が、この

事業計画変更に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。 

それでは、松元、１６番委員お願いします。 
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１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、変更前：建売住宅１０棟７３６.９４㎡、 

庭敷地等１,７９６.７４㎡、通路４２８．３２㎡、変更後：宅地分譲１０区画 

２，５３３．６8㎡ 通路４２８．３２㎡、申請事由：当初計画は建売住宅１０

棟で計画をしていたが、資材高騰などの影響で計画通りに実施できず、特定建築

条件付土地に計画を変更し、売却しやすい環境を整え、収益増加及び経営安定化

を図る為。権利の種別：所有権移転、許可日：令和７年３月１３日、許可番号：

農委第０６８５－２７号。 

この件は、６ページの第４条、番号１と関連がありますので、併せて読み上げ

させていただきます。 

番号１号、用途・施設：宅地分譲１０区画２,５３３．６８㎡、 

通路４２８．３２㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東・西…里道、他人畑、南

…他人畑、市道、北…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄

化槽。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画

変更に関する件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたしま

す。 

また、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」番号１号につきましては、

原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたしま

す。 

 

 

議題３．農地法第４条許可申請に関する件 

６ページ １件 

議    長 次に、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」の１件ですが、先程、議題

２と併せて審議が終了しております。 

 

 

議題４．農地法第５条許可申請に関する件 

７ページ～１２ページ １６件 

議    長 次に、議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、２番委員お願いします。 
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２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟５４．６５㎡、庭敷地等３３３．３５㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東…雑種地、西…農道、貸人畑、南…宅地、北…貸

人畑、他人畑、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…公共下水道、権利の

種別：使用貸借権。 

番号２号、住家１棟１１２．６２㎡、庭敷地等３８６．３８㎡、東…他人畑、

西…宅地、南…原野、北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号３号、住家１棟８７．７７㎡、庭敷地等１７６．２３㎡、東…他人田、西

…里道、宅地、南…水路、北…宅地、他人田、境界…コンクリート擁壁、雨水…

里道側溝 汚水…合併浄化槽、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、住家１棟１００．４１㎡、庭敷地等３９２．５９㎡、東・西…宅地、

南…市道、北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

番号５号、住家１棟８７．５５㎡、庭敷地等３２０．０６㎡、東…市道、西…

他人畑、南…渡人畑、北…山林、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号６号、車両置場３３５．００㎡、資材置場２６６．００㎡、 

法面１４７．００㎡、転回場等５９１．００㎡、東…市道、西…他人畑、南…宅

地、北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号７号、住家１棟６６．２４㎡、庭敷地等２３３．８４㎡、東…市道、宅地、

西・南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、使

用貸借権。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１０番委員お願いします。 
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、宅地分譲２区画３２４．００㎡、東…渡人畑、西・北…宅地、南…

市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売

買。 

番号９号、材木保管場所３００．００㎡、転回場等６１４．００㎡、東…宅地、

他人田、西…他人田、水路 南…水路、北…農道、境界…防護柵、雨水…自然流

下、賃貸借権。 

この件について補足して説明します。 

借人は県外で林業を営んでいる法人で、申請地近くで伐採を請負っており、材

木保管場及びトラック転回場として使用するものです。 

 申請地は、転用許可を受けないままですでに材木が搬入されていたことから、

今回始末書添付のうえ申請されたものです。申請人には、転用を行う場合は農地

法の許可を受けなければならないことと、今後このようなことのないよう指導い

たしました。 

 なお、申請地の農地区分は「農用地区域内農地」であるため、転用は原則不許

可ですが、不許可の例外である「一時転用」にあたるものです。転用期間終了後

は元の農地へ復元することとなります。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、住家１棟６６．６６㎡、庭敷地等２４２．３４㎡、東…宅地、西

…宅地、他人畑、南…市道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１１号、宅地分譲１区画２４５．００㎡、東…市道、西…私道、南…水路、

市道、北…宅地、境界…コンクリート擁壁、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

番号１２号、宅地分譲２区画７５７．００㎡、東・北…市道、西…他人畑、南

…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、

売買。 

番号１３号、宅地分譲２区画４１５．００㎡、東・南…他人畑、西…山林、北

…私道、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、

売買。 

番号１４号、宅地分譲２区画４５１．００㎡、東・西・南…宅地、北…市道、

境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、３番委員お願いします。 
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３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１５号、住家１棟１１０．９６㎡、庭敷地等２０４．２１㎡、東…他人畑、

西・南…宅地、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化

槽、所有権移転、売買。 

番号１６号、通路１５５．８８㎡、東…渡人畑、西・北…私道、南…農道、境

界…ブロック積、雨水…農道側溝、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

９号は、農用地区域内農地、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると

判断されます。お目通しをお願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第５条許可申

請に関する件」１６件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、農用地区域内農地である番号９号につきましては、「県農業会議」に意見

聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといた

します。 

 

 

議題５．非農地認定に関する件 

１３ページ～１６ページ １１件 

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号３号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号４号、調査結果：雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

番号５号、調査結果：住家１棟、約６０年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１９番委員お願いします。 
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１ ９ 番 委 員 ご報告します。 

番号６号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号７号、調査結果：４５２３－１、４５２７、４５６１－１：雑木自然繁茂、

約５０年経過、現況山林。５３７６、５４７９：杉、雑木自然繁茂、約５０年経

過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、調査結果：住家１棟、２５年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、住家１棟、１５年経過、現況宅地。 

番号１０号、ニガ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、唐竹・コサン竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「非農地認定に関する

件」１１件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題６．農用地利用集積等促進計画に関する件 

別冊資料２ ９件 

議    長 次に、議題６．「農用地利用集積等促進計画に関する件」を審議します。別冊資

料２です。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 議題６．「農用地利用集積等促進計画に関する件」について説明します。 

別冊資料２をご覧ください。 

令和７年１２月１日から貸付予定の農地になります。 

今回は、一括契約が７件、受け手変更が２件でございます、 

１ページをご覧ください。 

一括契約は、賃貸借権５筆、６，３１９．００㎡、使用貸借権９筆、 

８，８５３．００㎡、合計７件、１４筆、１５，１７２.００㎡となっております。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、３ページから

２６ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

次に２７ページをご覧ください。 

この一覧表に載っている農地は、農地バンクと契約をしていた耕作者が農地バ

ンクと合意解約の手続きを行い、残期間につきまして、令和７年１２月１日から

新たな耕作者に貸付予定の農地になります。 

出し手については、農地バンクに資料は既に提出しており、再提出の必要がな

いため、出し手の資料は添付しておりません。 

賃貸借権２筆、３，４６５．００㎡、使用貸借権１筆、７４３．００㎡、合計

２件、３筆、４，２０８.００㎡となっております。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、２８ページか

ら３３ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

今回は、合計９件、１７筆、１９，３８０.００㎡となっております。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積等促

進計画に関する件」９件につきましては、原案どおり承認することに決定いたし

ます。 

 

 

議題７．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料３ ２件 

議    長 次に、議題７．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料３です。 

まず、吉田、１０番委員お願いします。 
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、山林 

４．現況、申出地は、東佐多町桑水流地区にあり、吉田支所から北東へ 

約３．６ｋｍに位置し、東・西・南側は用悪水路、北側は農道に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。６ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、石谷町中尾地区にあり、松元支所から北東へ 

約２．９ｋｍに位置し、東側は雑種地、西側は渡人畑、南側は市道、北側は山林

に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」２件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。 

 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 

１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

１７ページ～２０ページ ４件 

議 長 次に、報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、谷山、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 

 

報告します。１７ページです。 

照会日：令和７年９月１日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区域

内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年９月１６日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議    長 次に、伊敷、１９番委員お願いします。 

 

１ ９ 番 委 員 

 

報告します。１８ページです。 

照会日：令和７年８月１９日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年９月２日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議    長 次に、喜入、１７番委員お願いします。 

 

１ ７ 番 委 員 

 

報告します。１９ページです。 

照会日：令和７年９月２日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定め

のない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年９月１６日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 

 

報告します。２０ページです。 

照会日：令和７年８月２６日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年９月８日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

２１ページ～２３ページ １１件 

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

２４ページ～３０ページ １６件 

４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

３１ページ～３２ページ ３件 

５．農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

３３ページ～４６ページ ２１件 
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議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項４「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

報告事項５「農用地利用集積等促進計画に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

２１ページをお開き下さい。 

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、農業

委員会に届出を要するもので、今回の届出は１１件です。 

登記地目別では、田２４筆、１３，１９８．００㎡、 

畑１８筆、１０，６２９．００㎡、合計４２筆、２３，８２７．００㎡となって

おります。取得した事由別数は、相続が１１件、権利の種別は、所有権が１１件。

農業委員会によるあっせん等は、有が２件、無が９件となっております。 

２２ページから２３ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

 

次に、２４ページをお開き下さい。 

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理したものです。 

転用目的別では、第４条関係では、上から順に一般住宅が３件、店舗等が２件、

合計５件となっております。 

第５条関係では、上から順に一般住宅が９件、駐車場、その他が各１件、合計

１１件となっております。 

２５ページから２６ページは４条関係５件、２７ページから３０ページは５条

関係１１件の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、３１ページから３２ページをお開き下さい。 

報告事項４ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。 

吉田、松元、郡山地区で各１件、合意解約の通知が出ております。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、３３ページをお開き下さい。 

報告事項５ 農用地利用集積等促進計画に関する報告についてです。 

これは、先に開催した総会において、「同計画に関する件」として、審議いただ

いた件について、県知事の認可があったことを報告するものです。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権９件、１２筆、１５，８０６．００㎡、使用貸借権１２件、３３筆、

２３，１６７．００㎡、合計２１件、４５筆、３８，９７３．００㎡です。 

３４ページから４６ページは、農用地利用集積等促進計画の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 
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６．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 

別冊資料４ １１２件 

議 長 次に、報告事項６「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」別冊資料４、です。 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項６「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料４ご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計１１２筆の非農地判断を実施して頂いておりま

す。 

実施結果に基づきまして、備考欄の通知日に所有者へ通知書を送付しておりま

す。関係部署については総会終了後に通知する予定です。内容につきましては、

お目通しをお願いいたします。 

 

議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１０時３０分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 

 

 

 

・令和７年度第８回総会（月例）開催日時は、 

１０月２８日（火）午前１０時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

１１月総会の日程が変更になりました。 

・令和７年度第９回総会（月例）開催日時は、 

１１月２６日（水）午前１０時開会 

教育総合センター２階 女性会館 

 

議    長 

 

 

 

 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午前１０時３５分） 

 

 


